
新生児聴覚スクリーニング検査について

  新生児聴覚スクリーニング検査については、平成29年度から17市町において

初回検査5,000円、確認検査5,000円の計２回分の公費負担が開始された。

  香川県では、自動脳性聴幹反応（自動ABR：Automated Auditory Brainstem 

Response）による検査のみを公費負担対象としている。

  県内の新生児聴覚スクリーニング検査の実施状況は以下のとおりである。な

お、各検査の受診人数には、里帰り出産や転出入も含めて自治体が把握した人

数を計上している。

【令和６年度新生児聴覚スクリーニング検査（公費負担分）実施状況】

出生数 利用数 利用率

5,103 人 5,020 人 98.4 ％

【令和６年度新生児聴覚スクリーニング検査実施結果状況】

※「令和６年度母子保健事業に係る実施状況等について」（こども家庭庁母子保健課調査）

に報告したデータを元に香川県子ども家庭課が作成

人数 備考

＜初回検査＞

未受検児数 1 人 受検済1（異常なし）

県外受検児数 4 人 里帰り先の病院での受検等

パス児数 4,893 人

リファー児数 122 人

＜確認検査＞

未受検児数 2 人

県外受検児数 1 人 里帰り先の病院での受検

パス児数 80 人

リファー児数 39 人

＜精密検査＞

未受検児数 2 人 病院フォロー

県外受検児数 0 人

検 査

結果

正常 8 人

両側難聴 7 人

一側難聴 4 人

評価不能（再度精密検査が必要） 16 人

不明 2 人

議題（３）①
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香川県新生児聴覚検査機器購入補助事業補助金

１．事業の概要

新生児聴覚障害の早期発見と支援体制の充実を図ることを目的とし、県内の小規模産科

医療機関および助産所が新規に自動 ABR 検査機器を整備・更新するための費用に対して補

助を行うもの。

対象施設：香川県内に所在する産科医療機関及び助産所のうち、香川県から周産期母子

医療センターとして指定を受けている医療施設を除くもの

対象経費：ア 新規整備

自動ＡＢＲ検査機器を所有していない場合（同機器をリース契約等により

使用している場合も含む）の購入

イ 更新

保有する自動ＡＢＲ検査機器について、故障していてメーカーによる修理

が受けられない場合、または耐用年数を超過してメーカーによる修理が受

けられない場合の購入

２．令和７年度の実施状況について

本補助金は、令和７年度より新規に事業を開始し、香川県新生児聴覚検査機器購入補助

事業補助金交付要綱に基づき交付決定を行った。

交付申請施設数：８施設

交付決定件施設：サンフラワーマタニティクリニック、小豆島中央病院

交 付 決 定 額：7,098,000 円（1 か所あたり上限 3,600,000 円）

議題（３）②
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対象の分娩取扱医療機関等一覧

区分 医療圏 № 医療機関名
小規模の
産科医療
機関等

大川 1 さぬき市民病院 ○

小豆 2
小豆島中央病院
（旧内海病院）

○

3 香川大学医学部附属病院

4 県立中央病院 ○

5 高松市立みんなの病院 ○

6 高松赤十字病院

7 屋島総合病院 ○

8 香川労災病院 ○

9 厚仁病院 ○

10 回生病院 ○

11 四国こどもとおとなの医療センター

12 谷病院 ○

13 三豊総合病院 ○

14 香川井下病院 ○

15 森産婦人科医院 ○

16 サンフラワーマタニティークリニック ○

17 よつばウィメンズクリニック ○

1 ぼっこ助産院 ○

小規模の産科医療機関等（県基準）…
周産期母子医療センターに該当する医療機関を除く分娩取扱医療機関等

助産院

病
　
　
　
　
　
院

診
療
所

高松

三豊

高松

中讃
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1

新生児聴覚スクリーニング検査マニュアル 令和７年度改訂 新旧対照表

新 旧

Ⅱ 新生児聴覚スクリーニング検査の体制 Ⅱ 新生児聴覚スクリーニング検査の体制
議題（３）③
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2

新 旧

Ⅸ 尿中サイトメガロウィルス（ＣＭＶ）核酸検出検査の実施

（１）出生した医療機関で検査する場合の対応

小児科医師より検査の説明のうえ検体を採取します。この場合、精密聴力

検査実施医療機関への紹介は生後１〜２ヶ月ごろにお願いします。

尿中ＣＭＶ核酸検出検査が陽性であり、検査施設でバルガンシクロビル内

さい。

尿中ＣＭＶ核酸検出検査が陰性の場合には、遅くとも生後３か月以内を目途

に精密検査を実施できるように、実施可能施設へご紹介ください。

Ⅸ 尿中サイトメガロウィルス（ＣＭＶ）核酸検出検査の実施

（１）出生した医療機関で検査する場合の対応

小児科医師より検査の説明のうえ検体を採取します。この場合、精密聴力
検査実施医療機関への紹介は生後１～２ヶ月ごろにお願いします。

尿中ＣＭＶ核酸検出検査が陽性であり、検査施設でバルガンシクロビル内
服導入の説明および実施が困難である場合には、できるだけ早期、少なくとも 服導入の説明および実施が困難である場合には、できるだけ早期、少なくとも
生後２か月以内に精密検査が実施できるように、実施可能施設（香川大学医学 生後２か月以内に実施可能施設（香川大学医学部附属病院小児科、四国こども
部附属病院小児科、四国こどもとおとなの医療センター小児科等）へご紹介下 とおとなの医療センター小児科等）へご紹介下さい。

（４）関係機関連絡先一覧  

【保健サービス機関（市町母子保健担当窓口）】

市 町 名 担 当 課 電話番号 住    所

観音寺市 こども家庭課 0875-23-7899
768-8601

観音寺市坂本町 1-1-1

東かがわ市 こども家庭課 0879-26-1229
769-2792

東かがわ市湊 1847-1

（４）関係機関連絡先一覧  

【保健サービス機関（市町母子保健担当窓口）】

市 町 名 担 当 課 電話番号 住    所

観音寺市 健康増進課 0875-23-3964
768-8601

観音寺市坂本町 1-1-1

東かがわ市 保健課 0879-26-1229
769-2792

東かがわ市湊 1847-1
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新 旧
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妊産婦メンタルヘルス対策等について
産婦健康診査事業について

  産婦健康診査については、令和元年度から17市町において、産後２週間健診及び産

後１か月健診の計２回分の公費負担が開始された（単価は各5,000円）。

  令和６年度までの県内における産婦健診の実施状況は以下のとおりである。

産後２週間健診 産後１か月健診

産婦健診受診率

R6 85.9 ％ 90.7 ％

R5 88.7 ％ 94.3 ％

R4 83.8 ％ 93.7 ％

R3 87.1 ％ 96.8 ％

R2 82.1 ％ 90.0 ％

エジンバラ産後うつ病質問票の

点数が９点以上の割合

R6 11.8 ％ 6.5 ％

R5 11.7 ％ 5.9 ％

R4 12.2 ％ 6.5 ％

R3 12.8 ％ 6.6 ％

R2 10.7 ％ 5.7 ％

エジンバラ産後うつ病質問票の

質問10において１点以上がつい

た割合

R6 3.3 ％ 2.6 ％

R5 3.5 ％ 2.8 ％

R4 4.0 ％ 3.2 ％

R3 4.0 ％ 2.8 ％

R2 3.5 ％ 2.6 ％

※受診率：当該年度の受診券発行枚数に占める受診件数（当該年度内に市町に受診券が

返送された枚数）の割合

※質問 10：「自分自身を傷つけるという考えが浮かんできた。」

（回答と点数）はい、かなりしばしばそうだった（３）、時々そうだった（２）、

めったになかった（１）、全くなかった（０）

82.3%

80.4%

80.0%

80.5%

81.2%

14.9%

17.0%

17.8%

15.5%

13.0%

0.1%

0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

2.0%

2.0%

1.6%
3.4%

5.3%

0.7%

0.5%

0.6%

0.5%

0.5%

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

R2

R3

R4

R5

R6
総合判定の割合（産後２週間）

１ 異常なし ２ 要経過観察 ３ 要精密検査 ４ 要支援 ５ 要治療

87.6%

88.2%

91.7%

90.3%

89.0%

9.7%

8.3%

6.5%

6.4%

5.8%

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.3%

2.0%

2.9%

1.2%

2.7%

4.5%

0.6%

0.6%

0.5%
0.5%
0.6%

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

R2

R3

R4

R5

R6

総合判定の割合（産後１か月）

１ 異常なし ２ 要経過観察 ３ 要精密検査 ４ 要支援 ５ 要治療

議題（４）①
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R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R7年度

上半期 見込

ショートステイ 115件 319件 358件 720件 421件 842件

デイサービス 107件 230件 392件 1,652件 1,434件 2,868件

アウトリーチ 6件 34件 107件 193件 150件 300件

県内産後ケア実施施設数

R5年度 R6年度 R7年度

13（4） 21（7） 23（9）実施施設数（うち助産所）

　産後ケア事業は母子保健法の改正（Ｒ元年）により、Ｒ３年度から「産後ケア事業」の実
施が市区町村の努力義務となり、１７市町において実施されている。
　本県においては、Ｒ５年度からＲ７年度は、県内どこに住んでいても安心してケアを受け
ることができる環境を整えるため、市町が実施する産後ケアを受ける際の交通費に対して補
助を実施している。Ｒ６年度には、産後ケアに係る経済的負担の軽減を図り、産婦が安心し
て必要な健康管理のケアや育児サポート等を受けることができるよう、産後ケア事業を利用
する際の利用料について、国の減免支援に上乗せして更なる減免を行う市町に対し、その減
免費用の補助を実施した。
　なおＲ７年度からは、産後ケア事業が地域子ども・子育て支援事業の１つとして位置づけ
られ、都道府県の財源負担が導入された。あわせて、ショートステイ型・デイサービス型を
対象とした集合契約を開始しており、さらにＲ８年度からはアウトリーチ型も集合契約の対
象に加えるとともに、支援の必要性の高い産婦への加算を設置することとしている。
　Ｒ３年度からの県内における産後ケア事業の利用延件数の推移は以下のとおりである。

産後ケア事業利用件数について

産後ケア事業の延利用件数

0件

500件

1,000件

1,500件

2,000件

2,500件

3,000件

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

ショートステイ デイサービス アウトリーチ

ショートステイ見込 デイサービス見込 アウトリーチ見込

R5年度～R7年度
産後ケア交通費

補助事業

R6年度（単年）
産後ケア利用料

資料（４）②

デイサービス

ショートステイ

アウトリーチ
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事業背景

香川県内の多胎分娩件数は49件（R6年）で高松市が約半数、残
りをほぼ中讃が占めている。多胎妊産婦等は育児負担・外出困難
により孤立しやすく、虐待に至るケースもあるため積極的に支援
につなげる必要がある。多胎妊産婦等が少ない市町では単独での
事業展開が難しく、支援組織や団体も偏在している。実施主体は
市町であるが、国は、対象者が少人数である場合などに、都道府
県が実施主体になることができるとしている。

取り組み

①サポーター派遣事業（NOP法人子どもの虐待防止ネットワークかがわに委託）

R6年度にサポーターを養成し、R7年1月から未実施で希望の
あった5町で派遣を開始。R7年度は8市町で派遣事業を実施し、
1月末時点で延30回派遣。（主に家事・育児支援、健診同行を実施）

②交流会事業

資料（４）③【多胎妊産婦等支援事業】

R6年度 R7年度（詳細は右チラシ）

日 時 R7年3月25日（火）10時30分～ R7年10月15日（水）10時30分～

場 所 善通寺市子ども・家庭支援センター COMMUNITY PARK Gruunまるがめ

参加者 参加13組44名、スタッフ44名 参加９組31人、スタッフ36名

協力団体 地域の子育て広場、関連サークル、香川県助産師会
（R7年度～）県立保健医療大学、高松大学、㈱ユニ・チャーム

R6年度～
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妊産婦メンタルヘルスの現状

（１）産後のメンタルヘルスハイリスク褥婦へのフォロー体制について（県内17市町）R６年度母子保健事業の実施状況等調査（県R6,全国R5）

①母子担当部署内で対象者の情報を共有し対応を検討・・・ ・ 15／17市町（８８％） 全国96.6％
②２週間以内に電話にて状況確認・・・・・・・・・・・・ ・ 14／17市町（８２％） 全国71.8％
③１か月以内に家庭訪問・・・・・・・・・・・・・・・・・   13／17市町（７６％） 全国77.3％
④精神科医療機関を含めた地域関係機関と連携体制がある・・   10／17市町（５９％） 全国37.2％

（２）産後1か月までの産後うつのハイリスク者の割合（県内17市町）  R６年度県子ども家庭課調査より（県R6,全国R5）

①産褥健診受診率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   5031人（90.7％）
② ①の内、産後１か月におけるEPDSが９点以上の褥婦・・・・・・    324 人（6.5％） 全国9.8％
③ ①の内、産後１か月におけるEPDS質問10*が１点以上の褥婦・・・   128人（2.6％）
④ ①の内、総合判定 異常なし89％、要経過観察5.8％、要精密検査0.3％、要支援4.5％、要治療0.6％

＊EPDS（エジンバラ）質問10「自分自身を傷つけるという考えが浮かんできた」妊産婦メンタルヘルスの取り組み

令和元年度～ 17市町において産婦健康診査事業（産後２週間、産後１か月）を開始

（平成31年3月「香川県産後健康診査事業マニュル」作成：関係者との連携、フォロー体制、継続看護の実施など）

令和元年度～県保健所では「妊産婦メンタルヘルス対策強化事業」
①妊産婦メンタルヘルス関係者連携会議… 参加機関：医療機関（産科・精神科）、行政、産後ケア施設 等

 目 的： 切れ目のない支援体制とスムーズな連携の実現
 内    容：情報共有、課題の抽出、対応策の協議 

②研修会、事例検討会、コンサルテーション…ハイリスク妊産婦や育児困難者への対応

 ③対応可能な精神科医療機関リストの作成、共有
・・・・・「一般かかりつけ医と精神科医の連携ツール」に産後うつも含めた対応可能な精神科医療機関一覧を毎年更新

⇒特に中西讃では関係者用に細かな情報含んだリスト、関係者窓口一覧などを作成

資料（４）④【妊産婦メンタルヘルスの現状と課題】
２０２０年以降、妊産婦死亡の死因第１位が自殺（出産後１年以内約３割）厚労科研データより
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高リスク

中リスク

低リスク

精神科連携
要保護児童対策地域協議会へ連携

保健師・助産師によるサポート
社会資源の活用
（産後ケア、訪問看護等）

頻回の面接、肯定的・共感的支援
ポピュレーションアプローチ

妊産婦メンタルヘルスマニュアル
日本産婦人科医会 R3.4より

リスクに応じた支援の現状
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【医療】
・精神疾患を有する妊産婦を受け入れる産科・精神科の現状が不明確
特に時間外、夜間休日の緊急時の受け入れ可能な精神科医療機関の確保が困難

・産科と精神科のスムーズな連携（早めに医療機関同士が連携してつながる）
・特に精神科クリニックや女性医師は、予約から受診までに長時間待つ傾向あり

【精神科医療機関との連携】
・市町や産後ケア実施施設（助産師等）と精神科医療機関が連携する機会が少ない
・支援者やキーパーソンがいない方のアプローチの仕方、支援を拒否する方の対応に苦慮
・どのような状態のときに精神科につなげたらよいのか判断の難しさ（専門的な意見や
助言がほしい）

・医療機関の方針や治療状況を把握できないまま、市町での支援を行うことで支援のズレ
や対象者へ混乱や不安を招く恐れがある

【メンタルに課題があるが、精神科につながらない】
・妊産婦自身の精神科受診のためらい、受診中断
・家族との調整の難しさ（家族も問題意識がない）、キーパーソンがいない
・メンタルヘルスに関する支援スキルが不十分

【関係者との連携】
・気軽に相談できる体制、だれに相談すればよいか、窓口（相談先）が不明確
・各機関が他機関の支援体制や取組状況を把握できていない（うまく必要な支援につなげ
られていない）

・産婦健診後に支援の必要性の高い方が、市町へタイムリーに連絡できていない時がある

【社会資源の不足】
・子どもの一時的な預け先の確保（母の休養、育児不安の対応）
・産後ケアの予約がとれない

妊産婦メンタルヘルス
の課題

これまでの既存事業から課題整理
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妊産婦メンタルヘルス 目指す姿

妊娠・出産・子育ての各段階で、妊産婦と家族の不安を軽減し、安心
して出産・子育てができる。

そのため、医療・保健・福祉・子育て支援等が連携した切れ目のない
支援体制を整備する必要がある。

〇 妊娠期から子育て期までの切れ目ない包括的支援
〇「顔の見える連携」によるハイリスク支援
〇 安心感のある出産・育児環境の整備
〇 精神疾患を合併した妊婦に対しても、安心して産科医療と精神科医療を

受けられる医療体制
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